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1 「SEEDきょうと」とは 

1.1 設立主旨と事業の背景 

 

【設立主旨】 

 他の先進諸国と同様に、近年日本においても拒食症や過食症が増加しています。摂食障

害は思春期から青年期にかけての若年女性が比較的高率に罹患し、かつ非常に高い死亡率

であるにもかかわらず社会問題としての認識は依然として低く、その対策は不十分なまま

です。摂食障害の病因や病態は複雑で、治療開始から回復・社会復帰に至るまでに、生物・

心理・社会といった多方面からのアプローチが必要です。現在の日本の医療において、摂

食障害に対する十分な診療システムは構築されていませんが、今後も全てを医療のみで扱

っていくことは有効ではありません。 

 自助グループや家族会も各地で徐々に組織されていますが、摂食障害の専門的な知識を

持つスタッフがいない形での運営は、不安定となりやすい問題もあります。社会復帰に向

けて当事者が継続的に利用でき、摂食障害の専門家がリードする形で、明確な方向性をも

った施設を設立することは、医療者・当事者・家族それぞれから望まれています。一般的

な精神障害者通所施設では、利用者の疾患特性の違いからその利用が難しく、摂食障害を

専門的に扱う支援施設の設立が必要と考えられますが、関西にはそのような施設は存在し

ません。  

 私たちは上記のようなニーズを受け、平成 23年に京都で摂食障害者を支援する NPO団

体「SEED（しーど）きょうと」を立ち上げました。立ち上げ後より、「きょうと摂食障害

家族教室」を開始し、平成 24年には家族会「らくの会」を組織しました。一般市民向けの

シンポジウムや医療福祉関係者向けの講習会なども行いながら、平成 25年には当事者の利

用できる施設「SEEDテラス（現在のプティパ）」を開設しました。平成 27年 10月 15日

に「SEEDきょうと」はNPO法人となり、平成 28年度は摂食障害者の通所支援施設を「プ

ティパ」とし、その運営については日本財団からの助成事業に認められ、スタッフを雇用

して本格的に支援施設運営を拡大しました。平成 29年度には障害者総合支援法に基づく福

祉サービス事業所としての認可を取得し、より安定して活動が継続できるよう努力してい

ます。また今後も組織や運営方法を整備し、摂食障害者およびその家族に対する包括的な

地域支援活動を展開していく方針です。 

 

特定非営利活動法人 SEEDきょうと 

理事長 野間 俊一 

  

  



SEEDきょうとのあゆみ 2017年 7月 10日 

 

 2 

 

【事業の背景】 

 前述の設立主旨にあるように、SEEDきょうとは京都での摂食障害者およびその家族を

支援する目的で設立されました。スタッフは京都大学、京都府立医科大学病院を中心に、

京都府および京都市の公的機関、クリニック、精神科病院等に在籍し、京都で日々摂食障

害診療に携わる多施設・多職種の医療福祉関係者で構成されています。    

このように多施設・多職種で摂食障害の支援活動を行う組織は、全国的にもほとんどあ

りません。これは各施設に所属する熱意あるスタッフが、個別の施設もしくは個別の職種

だけでは十分な支援が行えないことを認識し、施設や職種の垣根を越えて協働することを

目指した結果と言えます。実際、摂食障害は拒食のために著しい低体重となり、内科的な

身体管理を要する段階、ある程度低体重は回復したものの、食行動の改善のために入院治

療が必要な段階、入院治療は要さないものの、外来での注意深い経過観察と精神療法が必

要な段階、社会復帰を目指してデイ・ケアや作業所を利用しながらリハビリテーションを

行うことが必要な段階等、個々のケースや回復の度合いによって、必要となる医療福祉資

源が刻一刻と変遷します。これらを一つの施設で完結しようとすることは現実的ではなく、

地域での連携が必須となってきます。さらにその連携は、摂食障害者の繊細な感受性と複

雑な病理に対応できるよう、非常に緊密で一貫したものである必要があります。 

しかしながら、摂食障害に対する理解と治療連携については、まだ十分に行き渡ってい

るとは言えず、専門医のいる数少ない医療機関に患者が集中し、その専門医の所属する施

設の許容量を超え、十分な治療が行えなくなるという悪循環が続いています。SEEDきょ

うとは、京都においても例外ではないこのような状況を打破するため、敢えて多施設で連

携して当事者・家族支援を行い、様々な活動を多職種で協働して実施してきました。 

 

【本冊子の目的】 

 本冊子は、現在の SEEDきょうとの活動について紹介する他、他の地域でも同様の摂食

障害者支援を導入するための手引書となるように作成しています。これまでの SEEDきょ

うとの設立活動と事業展開は、他地域での活動の参考になると考えています。本冊子を参

考にされ、現在明らかに不足している摂食障害者の支援体制が、他地域で少しでも広がっ

ていくことをスタッフ一同切望しています。本冊子がその一助となれば幸いです。 

 

                                                       

                                  

SEEDきょうとのゆるキャラ 

                                           

「しーどん」です。 
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1.2 組織概要 

【役員】 

野間 俊一   京都大学医学部附属病院・精神科医 （理事長） 

和田 良久   府中みくまり病院・精神科医 （副理事長） 

池上 明希   京都府立医科大学附属病院・精神保健福祉士 （理事） 

熊取谷 晶   京都府精神保健福祉総合センター・精神保健福祉士 （理事） 

水原 祐起   京都府社会福祉事業団こども発達支援センター・精神科医 （理事） 

崔 炯仁    いわくら病院・精神科医 （監事） 

 

【会員（五十音順）】 

猪飼 英也 看護師 

井上 興次郎 看護師 

岩井 香奈枝 管理栄養士・栄養士 

江城 望    臨床心理士 （運営委員） 

小野 紀代子 精神保健福祉士・社会福祉士  

神谷 道代   看護師 

加茂 和夫 看護師 

工藤 悠世   臨床心理士 （運営委員） 

清水 美帆   臨床心理士 

高尾 龍雄   小児科医 

橘 亜紀    臨床心理士 （運営委員） 

坪井 美咲希  精神保健福祉士 

長澤 伸恵   作業療法士 

永原 優理   精神科医 

東 希美 臨床心理士（運営委員） 

前田 奈津季  精神保健福祉士 （運営委員） 

牧 千里 精神保健福祉相談員 

萬 綾子 精神保健福祉士 

守時 通演   精神科医 

山口 智美   精神科医 （運営委員） 

山下 誉子 精神科医 

 

 上記、役員・会員は当法人の定款で定められた、医療福祉関係の有資格者で構成されて

います。役員・会員以外にも、活動に賛同いたただける様々な技能を有したボランティア

スタッフが十数名所属し、賛助会員の皆様には経済的なご支援をいただいています。  
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1.3 活動の計画 

 

 

 SEED きょうとでは現在、大きく分けて 4つの活動を実施、支援しています。平成 25

年度までに「きょうと摂食障害家族教室」「らくの会（家族会）」「講演会・シンポジウム」

を上の図のように連携しながら行ってきました。活動当初は家族への教育・支援から開始

し、徐々に一般市民向け、医療福祉関係者向け講演会へと活動を拡大し、平成 25年度から

最終的な目的である「プティパ」という名称の当事者グループの活動を始めました。平成

25年度に福祉医療機構（WAM）の補助金を獲得できたことをきっかけに、それまで活動ご

とに会議室を借りる形から、京都駅前に常設の活動拠点兼事務局として一軒家を借り上げ、

SEEDきょうとと「プティパ」の活動拠点を設置しました（拠点の名称としてもプティパ

としています）。平成 26年度、平成 27年度は京都府から、平成 28年度からは日本財団よ

り助成を受けることで「プティパ」の活動を継続し、次第に利用者も増加しています。平

成 29年度についても引き続き日本財団の助成を受けられることが決定しました。 

「らくの会（家族会）」については、平成 25年度までは SEEDきょうとの組織の一部で

したが、以前より会計上は別組織となっていました。平成 26年度からは会則や議決におい

ても SEEDきょうとから独立した組織となっています。しかし今後も SEEDきょうとの活

動と密に連携していく予定です。 
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2 事業内容・事業実績 

 SEEDきょうとの原点となった活動は、理事長の野間 俊一が、横浜市で摂食障害を中

心に支援を行っている地域活動支援センター「ミモザ」のスタッフ・当事者ともに、年 1

回開催していた講演会「拒食・過食を乗り越えて」です。ミモザは SEEDきょうとのモデ

ルとなる施設であり、SEEDきょうとの運営についてはスタッフの皆様から数多くのご助

言をいただきました。これからも互いに協力し、刺激を受けながら成長していきたいと考

えています。 

 

【事業実績】 

平成 19年 11月 
講演会「拒食・過食を乗り越えて」（第 1回、ミモザとともに開催） 

以降は、毎年秋に年 1回開催 

平成 22年 10月 団体設立の準備会議 

平成 23年 3月 前身団体「京都摂食障害者支援施設設立準備委員会」を設立 

6月 「きょうと摂食障害家族教室」第 1期開始 

11月 「拒食・過食を乗り越えて Part4」 

平成 24年 1月 
家族会活動開始 

「きょうと摂食障害家族教室」第 2期開始 

3月 
団体名を「SEEDきょうと」に改名 

家族会「らくの会」発足 

7月 「きょうと摂食障害家族教室」第 3期開始 

8月 
施設設立ミーティング開始 

（参加者：当事者、家族、スタッフ、平成 25年 3月終了） 

11月 「拒食・過食を乗り越えて Part5」 

平成 25年 2月 家族向け講演会実施 

4月 
ウィングス京都にて「ワーク」「トーク」開始 

「きょうと摂食障害家族教室」第 4期開始 

6月 
独立行政法人福祉医療機構(WAM)助成金獲得 

地域医療福祉関係者向け講演会 

8月 活動拠点「SEEDテラス（現在のプティパ）」を京都駅前に開所 

10月 「きょうと摂食障害家族教室」第 5期開始 

11月 「拒食・過食を乗り越えて Part6」 

平成 26年 3月 家族会「らくの会」が SEEDきょうとから独立 

4月 「きょうと摂食障害家族教室」第 6期開始 
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7月 当事者の会の名称を「プティパ」に決定 

8月 

京都府自殺対策事業補助金の獲得 

「ワーク」「トーク」「フリー」を週 5日（半日）で実施 

「あゆみの会」との学習会を実施 

9月 
「拒食・過食を乗り越えて Part7」 

医療者向け月例講習会開始 

10月 
「プティパ」の一般募集開始 

「きょうと摂食障害家族教室」第 7期開始 

11月 地域で生活を支える人のための摂食障害支援者研修会開催 

平成 27年 1月 「プティパ」メンバーミーティング開始 

3月 

京都府若年層自殺対策強化事業補助金の獲得  

愛恵福祉支援財団助成金獲得  

京都摂食障害メール相談受付開始  

訪問看護/ヘルパー向けの摂食障害者支援ハンドブック作成 

医療者向け月例講習会終了 

4月 「きょうと摂食障害家族教室」第 8期開始 

8月 地域で生活を支える人のための摂食障害支援者研修会開催 

10月 

「特定非営利活動法人 SEEDきょうと」としてNPO法人化 

（平成 27年 10月 15日設立） 

「きょうと摂食障害家族教室」第 9期開始 

11月 
「拒食・過食を乗り越えて Part8」 

読売光と愛の事業団 生き生きチャレンジ「アートの力」助成獲得 

平成 28年 3月 
日本財団 助成金獲得 

チャリティー企画 現代国際絵画展 開催（協力：ほるぷ A&I） 

4月 
「プティパ」の活動を週 5日（終日）で開始 

「きょうと摂食障害家族教室」第 10期開始 

10月 「きょうと摂食障害家族教室」第 11期開始 

平成 29年 1月 「拒食・過食を乗り越えて Part9」 

3月 日本財団 助成金獲得 
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2.1 事業運営 

【総会】 

 SEEDきょうとの最高議決機関であり、通常年 1回に開催されます。総会では定款の変

更、解散や合併の議決、会員の除名、役員の選任又は解任、職務及び報酬等の最重要事項

を決定します。当初は SEEDきょうとの組織の一部であった「らくの会（家族会）」の正会

員も議決権を有していましたが、平成 25年度の総会にてらくの会が独立した組織となった

ことから、平成 28年度は 27名の SEEDきょうと正会員のみが議決権を有しています。 

【理事会】 

 SEEDきょうと運営における重要な事項を決定するために、定款で定められた公式の会

議です。理事会では、事業計画及び活動予算ならびにその変更、事業報告及び活動決算、

資産の管理の方法、借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄、事務局の組織及び運

営等の重要事項を決定します。会議の議事録を作成し、メーリングリスト等で配布するこ

とで、欠席した理事や会員にも情報が共有できるように運営しています。 

【運営会議】 

 理事に加えて、各々の部門の主たる担当者によ

って、担当者間の情報共有を目的に適宜開催され

ています。「プティパ」の活動を活発にしていくた

めに、「プティパ」の環境整備、活動についての取

りまとめを行ったり、各種活動の役割分担、活動

内容の決定、講演会やシンポジウム開催について

の検討、活動資金確保の方針、新規事業のアイデ

アを出し合ったりしています。スタッフ同士の連

携を深め、今後の方針や細かな運営内容について、

忌憚のない意見を出し合ってよりよい方法を検討

する場となっています。 

【プティパミーティング】 

 当事者のグループ「プティパ」のメンバーが中

心となって、プティパの運営や活動について意見を

出し合うミーティングが定期的に開催されています。

これは、利用者であるプティパメンバーが自分たちで活動について考え、検討する時間を

持ちたいという自主的な動きのもとできあがったものです。プティパメンバーのみで活動

について話し合う時間と、スタッフをまじえ意見交換をする時間を設け、メンバーの意見

が運営に生かされることを目的にしています。  
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2.2 きょうと摂食障害家族教室 

【概要】 

 SEEDきょうと発足当初より継続して行っている、組織の基盤を形作った活動です。摂

食障害は家族にかかる負担が非常に大きく、家族のケアスキルの水準は、当事者の回復を

大きく左右します。きょうと摂食障害家族教室では、当事者に最も長く、深く関わる家族

をエンパワメントし、疾患を正しく理解し、効果的なサポートを行えるように疾患心理教

育を行っています。家族教室は計 5回、半年を 1期とし、半年毎に参加者を事前に募集し

ています。 

• 対象：摂食障害の治療のため定期的に通院している患者

の家族で、教室への参加希望があり、主治医より家族教

室への参加にあたって意見書を送付頂いた方。 

• 日時：毎月第 3土曜日の 13：30～16：00 

• 1期の参加者は約 20名程度 

• 参加費は 1期 8,000円 

 

【1回の構成】 

• 前半にスタッフによる疾患心理教育が 60分 

 「摂食障害とは」「摂食障害とからだ」「摂食障害と家族との関係」 

「コミュニケーションスキルと対人関係」「摂食障害の問題行動に取り組む」 

「摂食障害とは」というテーマで病気自体の理解を深め、「摂食障害とからだ」とい

うテーマで身体症状について詳しく学びます。「摂食障害と家族の関係」、「コミュニ

ケーションスキルと対人関係」というテーマでは家族関係を客観的にとらえた上で、

実際にはどのようにコミュニケーションをとったらよいのかを考えます。「摂食障害

の問題行動に取り組む」では、より具体的に症状への対応法について取り上げてい

きます。 

• 後半に家族同士の交流会を 60分 

 当事者の年代もしくは症状別にグループ分けを行い、1グループ 6名程度とし、

スタッフ 1名がファシリテーターとして参加 

参加家族は小グループに分かれた後、講義をふまえて家族自身の体験を話し合い、

当事者のケアにおいて上手くいった経験、失敗した経験を共有します。多くの家族

は摂食障害についてこのようにオープンに話し合える環境がなく、孤立して悩み続

けています。交流会は講義にもまして、家族にとっての貴重な場となっています。 
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【らくの会（家族会）】 

 らくの会は「きょうと摂食障害家族教室」を卒業した摂食障害者の家族による家族会で

す。平成 24年 4月に発足し、当初は SEEDきょうと組織の一部でしたが、平成 26年 4月

からは独立した組織となりました。摂食障害は慢性的に経過することが多いため、家族の

負担は非常に大きいものです。らくの会では、家族教室の交流会と同様、ご家族同士が交

流し、当事者の症状や効果的なケアの方法など、他では話す機会がないことを話し合うこ

とができます。この他にも、SEEDきょうとから提供される教材を用いて、より実践的な

ケア技術の習得を図る勉強会も行っています。家族自身の不安を和らげることができると、

当事者に対してもより良い支援を続けていくことができます。 

 

 入会に当たっては、SEEDきょうとが実施し

ている前述の「きょうと摂食障害家族教室」を

修了していることが条件となっています。出来

るだけ多くの家族に、このような場を提供して

いくことが望ましいのですが、家族会を安定し

て運営していくためには、摂食障害についての

理解や対応の仕方について、一定の共有認識が

必要と考えています。そのため、家族教室の修

了を入会条件として定めています。 

 

平成 28年度の会員数は 40名を越え、多くが当事者の母親ですが、父親が入会されるこ

とも多くなっています。月に 1回の頻度で、交流会を行っています。また適宜、らくの会

の運営について話し合う定例会議も実施しています。SEEDきょうとの家族会担当スタッ

フの補助と、らくの会の世話人の方が中心となって運営しており、年度ごとに家族会の会

員の中から、代表・会計・書記等の世話人を選出し、協力して会の運営事務を行っていま

す。平成 26年度からは、定例会議、交流会と別に、家族だけの茶話会企画なども始まり、

平成 28年度には外部より精神科医の講師を招いて、より高度な支援方法の勉強会や講演会

を行いました。SEEDきょうとから独立した組織となった後も支援施設の運営や当事者活

動と連携しています。 
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2.3 講演会及びシンポジウム 

【概要】 

 SEEDきょうとでは、当事者・家族への支援だけではなく、一般市民向けの講演や医療

福祉関係者向けの講演会も行っています。地域で摂食障害者を支えていくためには、でき

るだけ多くの関係者や一般市民に摂食障害についての理解を深めてもらい、より幅広い支

援体制を整えていくことが必要であると考えています。こうした理念のもとに、下記のよ

うな講演会・シンポジウムを定期的に開催しています。 

 

【拒食・過食を乗り越えて（講演会・シンポジウム）】 

「摂食障害者と医師のトークディスカッション」

をテーマとして SEEDきょうと発足前から年に 1

回の頻度で開催しています。当事者、ご家族、支

援者、一般市民向けの講演会およびシンポジウム

です。第 4回目より SEEDきょうと主催で開催し

ています。当事者、家族、医療関係者および一般

市民、誰でも参加可能なシンポジウムで、摂食障

害に対する社会啓発を行うとともに、支援施設設

立のためのボランティアスタッフの募集や寄付を募るといった活動を行っています。平成

28 年度は下記の日程で第 9回目を開催しました。 

 ・名称： 「過食・拒食を乗り越えて Part 9  ～家族とともに歩むということ～」 

  ・開催日： 平成 29年 1月 29日（日） 14:00～16:30 

  ・場所： ウィングス京都 イベントホール 

  ・講演者： 鈴木（堀田） 眞理 先生（政策研究大学院大学保健管理センター教授） 

 

 今年度は、政策研究大学院大学の鈴木（堀

田）眞理先生のご講演と、そのあとのディス

カッションでは、長年の内分泌研究と、EAT

ファミリーサポートを運営してこられたご

経験に裏打ちされた、摂食障害の回復のため

のたくさんのノーハウ、コツ、考え方の道筋

をきめ細やかにお伝えいただきました。参加

した当事者・家族・支援者の皆様が身を乗り出して耳を傾け、メモをとる姿が印象的でし

た。普段から摂食障害を診ている専門家でも新たに知る内容も多く非常に有意義な講演会

となりました。また、摂食障害の当事者・家族が回復のための情報や社会資源にアクセス

することがむずかしい日本の現状も改めて考えさせられる講演となりました。  
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2.4 プティパ（当事者の会）の活動 

【概要】 

 SEEDきょうとが最も重要な目標としてきた活動です。社会復帰に向けて当事者が継続

的に利用でき、摂食障害の専門家がリードする形で明確な方向性をもった施設を設立する

ことは、医療者・当事者・家族それぞれから望まれています。京都大学医学部附属病院に

通院中の摂食障害患者とその家族を対象として、野間らが行ったアンケート調査を行った

結果、当事者の 65%、家族の 75%が「ぜひ利用したい」または「自分にあったものがあれ

ば利用したい」と回答しています。 

 

既存の精神障害者通所施設の適応は、摂食障害者の繊細な感受性と病理の複雑さから通

所を継続することが難しくなることが多く、SEEDきょうとは摂食障害を専門的に扱う支

援施設の設立が必要と考えています。このような理念の下、平成 25年度にWAMの助成を

受けることで、活動の拠点を京都駅近くに賃借・開設することができました。それにより

平成 25年度上半期までは、ウィングス京都で毎回部屋を借りて行っていた当事者活動「ワ

ーク」「トーク」を落ち着いた環境のもとで継続することができました。平成 26年度から

は京都府の自殺対策補助金を財源として拠点を存続でき、7月には当事者の会の名称も「プ

ティパ」に決定しました。9月からはスタッフを確保できたため、半日のみですが週 5日の

開所を継続し、「フリー」という活動も取り入れました。また、入会を SEEDきょうとのス

タッフが主治医である当事者に限定していましたが、摂食障害で外来通院中であれば、主

治医を問わずに参加申し込みできるよう、門戸を拡げました。平成 27年 1月からは、当事

者同士でミーティングを行い、会の方向性を定めていく「プティパミーティング」も開始

され、当事者がより積極的に運営に関わることができるようになりました。さらに平成 28

年 4月からは、日本財団の助成を受けることができ、念願であった週 5回の終日開所を開

始し、平成 29年度も同様に運営を続けています。プティパは当事者同士が交流できる居場

所を確保と、互いに支え合いながら疾患理解を深め、社会復帰への動機を維持し、復帰へ

の足掛かりとなるスキル高めるための、SEEDきょうとの中心となる活動として継続して

いきます。 
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【プティパでの活動内容】 

 プティパでは以下のような活動を行っています。トークなどやや心や体に負担がかかる

部分があるため、BMI 15以上を参加条件としています。また通所についても、身体的な安

全を確保する観点から、BMI 12以上を通所条件としています。 

 

作業を通して安心できる居場所も提供する「ワーク」は、キ

ャンドル作り、ビーズ細工、まくらめ（紐類を結びながらレー

ス状にする手芸）などです。参加者の方にはその日の調子に応

じて、自分のペースで進めていただけるようになっています。

当初に比べると、アクセサリー、キャンドル、雑貨を中心に、

販売できるものを作成していくことを目標として、質を追求し

た活動を行い、かなり完成度の高い商品を作成できるようにな

っています。これらの商品をインターネットや販売代理店など

へで委託販売を行えるよう進めています。 

【プティパの利用状況】 

・見学申込者：80名（平成 26年から約 3年間のべ） 

・体験も含めて実質的に登録した者：45名（約 5割） 

・現在の登録者：25名（うち：体験利用 3名） 

・1日の平均利用者数：4.5名 

 今後も、当事者がつらい時も何とか過ごしていくための居場

所という面と、何かを作って形にするというやりがいの面、両

方を大切にしてワークを充実させていく予定です。  
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 活動日や時間は週によって違うので、プティパ利用者のメーリングリストやホームペー

ジの活動カレンダー（http://seedkyoto.net/calendar.html）を確認して、来所してもらって

います。平成 28年度からは念願のテラス専属のスタッフを雇用できたため、週 5日の終日

開所し、平成 29年度からはほぼ週 6日開所しています。 

 

【個別相談】 

 プティパの利用者は、あらかじめ後述するウェブサイト経由で予約し、スタッフと個別

相談ができるシステムとしていましたが、現在は予約までは行っていませんが、適宜、直

接相談を受けています。利用者はそれぞれ主治医をもって、医療機関に通院されています

が、小さな日常でのトラブルや不安などについて、気軽に相談できる場を望んでいます。

主治医との診察以外にも、スタッフとの相談の場をもてることは、病状の安定に大きく寄

与しています。 

 

【SEEDテラス（現在のプティパ）】 

 平成 25年度に京都駅八条口から西へ徒歩 10分程度の好立地に、活動の拠点となる

「SEEDテラス（現在のプティパ）」を開所することができました。2階建ての落ち着いた

一軒家で、1階は主に「ワーク」での作業を行ったり、事務作業を行ったりするスペースと

して、2階は落ち着いた雰囲気の中、「トーク」を行ったり、参加者が休養できるスペース

として使用しています。名前の由来となったテラスもあり、テラスでは園芸活動としてハ

ーブの栽培なども行っていました。 

 

しかしながら、今後、障害者自立支援法に基づく認可施設となるためには、現在のプテ

ィパは耐震基準を満たさないことから、平成 29年度中に活動場所を転居する予定にしてい

ます。移転先については建築基準法や耐震基準の制約などにより選定に時間を要しました

が、概ね転居先について見通しをつけ

ることができつつあります。これまで

活動開始から使用を続け、SEEDき

ょうと拡大の思い出がつまった建物

を移すのは名残惜しく、また経済的に

も負担がありますが、今後さらにより

良い、安定した運営を行っていくため

に、早期に移転を実現したいと考えて

います。 
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3 事業運営 

3.1 資金の確保 

SEEDきょうとは平成 27年 10月 15日にNPO法人と

なりましたが、法人化前と変わらず、まだまだ財政基盤

は不安定です。しかし法人化したことにより、資金確保

の手段が増え、今後の展望も広がっています。 

他地域で同様の支援活動を展開するためには、スタッ

フの確保と資金の確保が重要となってきます。当初、SEEDきょうとは組織基盤も不十分

なボランティアの任意団体であり、まとまった資金も有していなかったため、「事業実績」

に記載したように、全ての活動を同時に開始せずに、各活動を段階的に開始し、資金の捻

出と組織の安定化を図りました。 

任意団体であった当初より、收入源は何もなかったため、最初に「きょうと摂食障害家

族教室」を実施し、その参加費を安定的な収入源として確保しました。さらに、家族教室

の修了者で「らくの会（家族会）」を組織し、同会に入会した当事者家族から、寄付と言う

形で一定の経済的支援を受けられるようになりました。また SEEDきょうと設立前から開

催している講演会「拒食・過食を乗り越えて」の参加費も、年 1回ですが貴重な収入源と

なっています。それ以外にも、上述の支援者研修会等の講習会を行うことで、活動費用を

捻出しています。また、こういった講演会では、一般市民や医療福祉関係者に疾患理解を

深めてもらうことで、寄付や賛助会員としての入会につながる可能性もあり、活動のすそ

野を拡げる意味で重要です。 

しかし上記のような不定期な收入では安定した活動、特に活動場所の家賃や光熱費など

の維持費を賄うことができないため、公的・民間の助成金、補助金は欠かすことができま

せん。インターネット等で募集されている単年度の助成金がないかを調べ、積極的に申請

を行い、活動資金を獲得してきました。幸い、当団体は実施しているスタッフの中心が大

学病院の所属であること、医師・看護師・精神保健福祉士・臨床心理士などの資格を有し

ていることなどから、社会的信用が高かったことも獲得に有効に働いたと推測しています。  

特に平成 25年度のWAMからの社会福祉振興助成事業による助成金、平成 26年度、平

成 27年度に京都府からの自殺対策補助金を得られたことは、活動拠点の開所と存続、当事

者活動の安定化という、活動内容の飛躍的な充実につながりました。 

SEEDきょうとのような任意団体によるボランティア活動は、人員的に資金的にも、長

期に継続していくことが重要ですが困難です。助成金は当初、活動拠点の維持費や当事者

活動の資金を賄うのみで、活動のソフト面は講師やスタッフのボランティアで成立してい

ました。そのような中、平成 27年度に NPO法人化したことで、申請できる助成金が大幅

に広がり、さらに今後は、自治体から障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービス事業
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所（就労支援 B型等）としての認可を受けて、複数年度で安定した補助金を確保できる展

望が広がりました。 

一方で、NPO法人化にあたっては法的な手続きの煩雑さがあり、運営において厳正な会

計管理や適正な運営手続きを行っていくことが必要になるため、我々のような医療福祉関

係者のみでは維持が難しくなりました。そこで、法人化にあたっての申請手続き、労務管

理、税務・会計などについては、行政書士、社会保険労務士、税理士など、ある程度専門

家に委託することが必要になりました。これに伴い、管理費用が必要になるものの、運営

スタッフはその分、当事者や家族支援の内容に専念できるような体制に移行してきました。

平成 27年度の NPO法人から 1年以上経過したことで、法人としての運営も軌道にのりつ

つあります。 

 

【賛助会員】 

 このように SEEDきょうとの活動を拡大、維持できているのは、助成金や補助金のみな

らず、賛助会員の皆様や、ご寄付を頂いている皆様からの温かい支援が非常に大きいです。

この場を借りて、賛助会員ならびにご寄付頂いた皆様には心より感謝を申し上げます。引

き続き安定した活動のために経済的支援を継続的に行っていただけるよう、年度毎に賛助

会員への入会をお願いしております。 

 

■年会費   個人：１口 3,000円  団体：１口 10,000円 

 

 より多くのご支援を頂ける方は複数口でのお申込みをいただけると幸いです。但し複数

口でお申込みいただきましても、 会員資格および以下特典については、年度毎での更新が

必要になりますのでご了承ください。 

 

 賛助会員にご登録いただきました方には以下の特典を用意しております。 

① SEEDきょうと会報「Leaf of SEED」の郵送 

② １年に１回に限り「きょうと摂食障害家族教室」の講義を見学可能 

③ 「きょうと摂食障害家族教室」のオンライビデオの閲覧権の取得 

④ 「SEEDきょうと」主催の講演会において特別料金での参加可能 

 

 なお SEEDきょうとは 4月から翌年 3月を会計年度としております。年度途中にご入会

いただいた場合は、3月までの賛助会員資格となります。一度登録頂ければ、次年度 4月頃

に更新のご案内をお送りいたします。平成 27年度よりクレジットカードでもお支払頂ける

ようになりました。これまで、個人・団体を合わせて、平成 26年度は 43名、平成 27年度

は 36名、平成 28年度は 52名の方に賛助会員としてご入会いただいております。今後も温

かいご支援を頂けると幸いです。 
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3.2 スタッフの確保 

前項の資金の確保と同様に、活動のスタッフ（仲間）を集めることは、活動継続のため

には非常に重要なポイントとなります。SEEDきょうとはその理念として、多施設・多職

種での地域支援を目指しているため、スタッフは一施設・一職種に偏ることなく、様々な

施設、職種で形成されています。全国的にも、摂食障害の診療や支援に積極的に取り組ん

でいる医療福祉機関は少ないものの、全く摂食障害のケースに関わることがない施設は少

ないと言えます。 

SEEDきょうとは、京都大学及び京都府立医科大学の附属病院の関係者が主導的な役割

を果たして結成されましたが、講演会や口コミで上記のような熱意をもったスタッフに、

SEEDきょうとの存在が伝わり、発足当初の 9名から着実に会員数が増加し、現在は理事 5

名・監事 1名・正会員 27名、ボランティアスタッフ十数名ほどという規模にまで拡大して

います。新聞等のマスコミに取り上げられたことや、ウェブサイトやソーシャルネットワ

ークサービス(SNS)といったインターネットを通じた広報も、賛助会員、ボランティアスタ

ッフへの申し込みにつながりました。 

しかしながら、上記のような熱意を持ったスタッフだけでのボランティア運営には限界

があり、出来るだけ速やかに正式な常勤又は非常勤スタッフを雇用し、運営を安定化して

いくことが必要です。これまでのスタッフは各々、他の施設での常勤職に就いている者が

ほとんどで、平日の活動を行うためには、それぞれが仕事を調整したり、時には休日をつ

かって実施したりしていました。しかしこれは活動の頻度や時間を増やしていくことの妨

げとなっていました。そのような中、平成 28年度より日本財団の助成をうけられることに

なり、雇用のための資金を確保できたことにより、週 5日終日プティパ開所を行う「プテ

ィパスタッフ」を雇用することができました。プティパスタッフは研修会や講演会を通じ

て活動に興味をもたれた方、家族会からの紹介で応募された方、もともとボランティアス

タッフとして加入されていた方などで、前述した啓発活動もスタッフの確保につながりま

した。家族教室などの教育的な活動を、新しいスタッフへの教育の場として同時に提供す

ることで、さらにスタッフの育成につなげていくことを目指しています。 

新しい支援施設を立ち上げるにあたって、事前に大きな資金提供がない場合には、スタ

ッフの確保と資金の確保は、両者が密接に関連していきます。非常に難しい問題ではあり

ますが、同時に並行して解決を図っていくことが重要となります。スタッフがいないため

に行政からの施設認可を得られず、そのために安定した補助金が得られないためスタッフ

が雇用できないという悪循環となります。単年度の助成金はそうした状態を抜け出すスタ

ートアップには非常に有効であると感じています。  
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3.3 広報活動 

【ウェブサイト】 

 SEEDきょうとは設立とほぼ同時にウェブサイトを立ち上げました。摂食障害は、当事

者及び家族の年齢が他の精神疾患と比べて非常に若いのが特徴です。そのため、当事者は

もちろんのこと、家族もインターネットを十分に利用できることが多いです。ウェブサイ

トでの情報提供や広報は、コスト面からも非常に有利です。独自に管理・更新を行うには

一定の知識が必要で、前項に挙げたインターネットを介した情報共有を行うためにも、ス

タッフにこうした知識が豊富な方がいると、運営がスムーズに行えます。ウェブサイトに

は設立の主旨や、活動予定のカレンダー、家族教室の申し込み案内、各種講演会の案内や

関連団体へのリンクなどが配置されています。また、SEEDきょうとに連絡を取りたい方

のために、info.kedsc@gmail.com というメールアドレスも取得しており、このメールに連

絡があれば、役員・運営委員に速やかにその内容が伝わるようになっています。 

 また、このウェブサイトには一般に閲覧できる部分と、閲覧するにはアカウントとパス

ワードが必要な部分を設けています。後者の認証システムを用いて、プティパの利用者専

用の掲示板を設置したり、らくの会（家族会）の会員には、会員のみが議事録や連絡事項

を確認できる掲示板を提供したり、家族教室参加者には、出席できなかった会について、

インターネット上で講義を視聴できるシステムを提供したりしています。 

SEEDきょうとウェブサイト：http://seedkyoto.net/  

mailto:info.kedsc@gmail.com
http://seedkyoto.net/
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【ソーシャルネットワークサービス(SNS)】 

 上記のウェブサイトは静的な情報を提供するのに有効ですが、日々更新が必要な、家族

教室の応募状況や、細かな活動の報告・広報等には、LINEや Facebookといった SNSも

活用しています。SNSで提供した情報からボランティアスタッフが加入した例もあり、ウ

ェブサイトと合わせて重要な広報手段になっています。 

 ・Facebook：https://www.facebook.com/nposeedkyoto/ 

 

【マスメディア】 

当団体はWAM助成開始前に全国紙、地方紙あわせ 8回、取り上げられています。新聞

による広報効果は非常に大きく、報道直後には電話もしくはメールにて、家族会や当事者

の会への参加についての問い合わせが寄せられます。 

・ 平成 24年 11月 20日 京都新聞 

・ 平成 25年 2月 4日   讀賣新聞 

・ 平成 25年 4月 7日   京都新聞 

・ 平成 25年 10月 10日  日本経済新聞 

・ 平成 25年 11月 19日  しんぶん赤旗 

・ 平成 26年 1月 6日   讀賣新聞 

・ 平成 28年 3月 25日   讀賣新聞（チャリティー絵画展） 

・ 平成 28年 3月 26日 京都新聞（チャリティー絵画展） 

・ 平成 28年 5月  讀賣新聞 

【情報公開】 

SEEDきょうとがNPO法人として適正に運営されているかについては、日本財団による

ウェブサイト「CANPAN」に登録されている当法人の団体情報をご覧ください。 

http://fields.canpan.info/organization/detail/1074730936 

過去の会計資料や事業報告書や計画書などもご覧になれます。 

  

https://www.facebook.com/nposeedkyoto/
http://fields.canpan.info/organization/detail/1074730936
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【Leaf of SEED】 

SEEDきょうとの活動に賛同し、年会費を納付していただいて賛助会員となられた方に

は、定期的に「Leaf of SEED」という名称の会報をお送りしています。実施している活動

の内容や進展状況、いただいた資金をどのように使用しているかなどを報告しています。 
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4 今後の課題と計画 

 

プティパが週 5日の終日開所となり、1年以上が経過し、現在は週 6日の終日開所を行え

ています。この間、多くの方が利用登録され、本登録者は 25名まで増加しました。次の課

題は障害者総合支援法の「就労支援 B型」もしくは「生活訓練」の枠組みで補助金を受け

られるよう、京都市から認可を得ることです。 

しかし現在の活動拠点が耐震基準を満たしていないという問題から、現在の活動拠点で

は指定を受けられず、行政からの継続的な補助金を得るためには、転居することを余儀な

くされました。1年以上にわたって、新たな活動拠点を探しましたが、利用者が通いやすく、

また経済的にも負担が少なく、居場所として居心地の良い物件はなかなか見つけ出すこと

ができませんでした。そのため、移転は平成 29年度にずれ込んでいます。 

そういった困難はあるものの、幸い平成 29年度も引き続き日本財団の助成金により、プ

ティパを存続することができ、さらにようやく有望な移転先の候補も見つかり、徐々に障

害複肢サービス事業認可に向けて動き始めることができました。 

また、当法人は京都における摂食障害診療に深く携わる者で構成されています。スタッ

フの人脈と知名度も生かし、SEEDきょうとを活動の核として、地域の大学病院、単科精

神科病院、総合病院などの医療機関、精神保健福祉センターや保健所などの公的機関、作

業所やデイ・ケアなどの福祉施設との連携を深め、地域の摂食障害支援体制をも確立して

いきたいと考えています。皆様の温かいご支援とご協力を、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 SEEDきょうと 

〒601-8416 京都府京都市南区西九条池之内町 33番地  

E-mail: info.kedsc@gmail.com 

TEL： 075-748-7834  

FAX： 050-3153-2814 
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